
鉄道高架下の土地を賃貸借していたとこ

ろ、鉄道高架橋の耐震補強工事を実施する

「鉄道事業の遂行上の必要」が生じたことか

ら、賃借人の退去および建物の収去、土地の

明け渡しを求めた賃貸人に対し、借地権は適

用されないとして請求を認めた事例（東京地

裁　平成19年９月28日判決　認容　控訴　判

例タイムズ1266号239頁）

1 事案の概要　

昭和52年4月、鉄道会社Ｘは、鉄道高架下

の土地（以下「本件土地」という。）につき、

Ｙ１の亡父Ａとの間で、期間３年、更新可能

な鉄道高架橋下設備賃貸借契約（以下「本件

契約」という。）を締結した。本件契約上、

Ａは使用目的上必要な造作が可能だが、事前

に図面を提出しＸの了承を得た上で、工事の

際はＸの指示に従うこと、またＸは業務上必

要のあるときは何時でも立入り調査ができ、

Ｘの必要に応じてＡは造作を取り壊すこと、

Ｘは鉄道事業の遂行上必要が生じたときは本

件契約を解除できること等、種々の制約が定

められた。本件契約と同時にＡは、別途Ｂが

昭和41年に本件土地上に建築した建物（以下

「本件建物」という。）をＢから購入した。

昭和62年５月、Ａは本件建物を店舗として

Ｙ２に賃貸し（賃貸期間３年、更新可）、Ｙ

２が飲食店を経営している。

平成８年９月Ａは死亡し、Ｙ１が本件土地

の賃借人の地位と本件建物所有権を相続し

た。

平成18年３月、ＸはＹ１に対し、鉄道高架

橋の耐震補強工事を実施する必要が生じたた

め、賃貸借期間が満了となる平成19年４月30

日をもって本件契約を終了し、本件土地を更

地返還するよう求めた。

Ｘは、本件契約の目的物は地表を含む空間

で、建物所有目的の土地賃貸借契約ではない、

本件建物は自立した建物ではなく借地法にい

う建物には該当しない、本件契約は一時使用

目的のため借地法は適用されないとした。

これに対しＹ１は、本件建物が鉄道高架橋

とは独立した構造を有し、登記を備え、Ｂが

Ｘと本件土地の賃貸借契約を締結していたこ

とからも本件契約は建物所有目的の土地賃貸

借契約である、また本件契約は一時使用目的

ではなく、仮に当初一時使用目的であったと

しても、40年余り経過した以上、通常の土地

賃貸借契約に変容しており、本件契約には借

地法が適用されると主張した。

Ｙ２は、Ｙ１がＢから本件土地の賃借権お

よび本件建物の所有権を購入したのであれ

ば、本件契約は建物所有目的の借地契約であ

り、借地法が適用されて本件契約に基づく賃

借権の存続期間は30年間とみなされ、更新拒

絶や解約には正当事由が必要となる、本件契

約が平成19年４月30日に終了するというＸの

主張は理由がないと主張した。

最近の判例から　 眛 

鉄道高架下にある土地の賃貸借には、
借地法は適用されないとした事例

（東京地判　平19・9・28 判タ1266－239）



2 判決の要旨

裁判所は以下のとおり判示して、Ｘの請求

を容認した。

盧 本件土地および本件建物はその大部分が

鉄道高架橋下に位置している。本件契約上、

ＡはＸの了承を得て造作を設置しうるが、

Ｘは立入り調査ができ、Ｘの必要に応じて

Ａは造作を取り壊す、Ｘは鉄道事業の遂行

上必要が生じたときは本件契約を解除する

ことができる等種々の制約が定められてい

る。

盪 本件土地はその地表、上空、地中を自由

に使用できる状況にはなく、賃貸借に供す

ることができるのは、本件土地の地表並び

に地表と鉄道高架橋及び柱に囲まれた空間

に限定され、公共性の高い鉄道事業に支障

が出ないよう制約が伴う。ＸとＡとの契約

書においても、賃貸借の目的物は土地その

ものではなく「高架橋下設備第9号区画」

であり、賃借人が設置できるのは造作とさ

れ、一般的な土地の賃貸借契約にはみられ

ない種々の制約が課されていることに照ら

せば、本件契約は、建物所有を目的とした

土地の賃貸借契約とは異なった特殊な契約

であり、借地法は適用されないというべき

である。

蘯 ＸとＢとの間で土地賃貸借契約が締結さ

れ、ＡがＢから賃借人の地位を譲り受けた

と認めるに足りる証拠はなく、Ｙ１が建物

所有を目的とした賃貸借契約を承継したと

いうＹ１、Ｙ２の主張は採用できない。本

件建物が独立した構造を有し登記を備える

ことも、造作等が結果として独立の建物と

しての構造規模を備えたに過ぎず、当初か

ら建物所有を目的として締結されたものと

はいえない。

盻 以上により、本件契約には借地法が適用

されず、本件契約は、平成19年４月30日を

もって終了したものと認められる。

眈 本件土地賃貸借契約には借地法の適用が

ないこと、本件契約の更新拒絶には高架橋

の耐震補強工事という相応の理由があった

ことに照らせば、Ｘの更新拒絶が権利の濫

用または信義則違反ということはできな

い。

3 まとめ

鉄道高架下の土地の賃貸借契約に借地借家

法(借地法)が適用されるか否かに関する最高

裁判決は見られないが、下級審では適用を否

定するものが多い（東京高判昭60・6・18東

高時報36巻６～７号106頁、東京地判平7・

7・26判タ910号147頁、東京高判平10・3・11、

東京地判平17・4・15）。その理論構成につい

ては種々の議論がなされているが、土地に定

着した工作物が借地借家法の適用を受ける建

物であるかどうかは、工作物の物理的性状と

ともに当事者の意思解釈の問題でもあると

し、土地と別個に所有権の目的となるか、建

物としての登記ができるかなどの問題につい

ては工作物の物理的性状が重要な意味をもつ

が、借地法の適用に関しては、当事者の意思

解釈に重きが置かれ、物理的性状などは意思

解釈のための資料として扱われるべきことが

多いとするのが有力な学説である（稲本・澤

野「コンメンタール借地借家法」３頁）。

本判決も建物の登記を理由の一つに掲げる

借主の主張を否定するとともに、貸主側の随

時の立ち入り調査、造作の取り壊し請求など

本件契約の特有の条文内容を個別具体的に取

り上げて、借地権の成立を認めない根拠とし

ており、契約当事者の意思を重視するものと

いえる。




